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幼
児
教
育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
た
め
、
新
た
に
平
成
２１
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
子
育

て
応
援
特
別
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

子
育
て
支
援
課
蕁
　 

2
0
9

内 

　
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（
e
L
T
A
X
…
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
に
よ
る

電
子
申
告
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

　
八
潮
市
在
住
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の

方
で
ど
う
し
て
も
住
民
登
録
の
変

更
が
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
、
八
潮
市
に
１０
月
末
ま
で
に

「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
事
前
申

請
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
手
当

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
 

　
そ
の
際
、
事
前
申
請
書
に
記
入

さ
れ
た
現
在
お
住
ま
い
の
住
所
等

の
情
報
は
、
住
民
登
録
を
さ
れ
て

い
る
市
区
町
村
へ
は
知
ら
せ
ま
せ

ん
。
手
当
の
支
給
の
た
め
必
要
と

な
る
氏
名
、
口
座
等
の
情
報
の
み

を
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
市
区
町

村
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
手
当
は

八
潮
市
で
は
な
く
、
住
民
登
録
さ

れ
て
い
る
市
区
町
村
か
ら
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

事
業
所
の
皆
さ
ん
へ
 

子育て応援特別手当（平成２１年度版）と現行の手当との違い 

区　　分 平成２０年度版（現行） 平成２１年度版 

基 準 日 平成２１年２月１日 平成２１年１０月１日 

対象児童 
平成１４年４月２日～ 
　平成１７年４月１日生 
（第２子以降のみ対象） 

平成１５年４月２日～ 
　平成１８年４月１日生 
（第１子から対象） 

支給金額 
対象児童１人あたり 
　３６，０００円 

税　　　目 電　　子　　申　　告 電子申請・届出 担　　当 

個人市民税 
（特別徴収） 

給与支払報告書（総括表・個人別明細書） 
給与所得者異動届出書 
特別徴収への切替申請書 
公的年金等支払報告書など 

特別徴収義務者の 
所在地・名称等 
変更届出書 

同左 

申請期間 
平成２１年４月２７日～ 
　　　　　　１０月２７日 

平成２１年１２月中旬～ 
　　　　　　６カ月間 

対
象
と
な
る
子
ど
も
 

支
給
対
象
者
 

申
請
期
間
 

Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
 

方
の
た
め
の
特
例
 

基
準
日
 

申
請
手
続
き
 

　
平
成
１５
年
４
月
２
日
〜
平
成
１８

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子

ど
も
。
 

  　
基
準
日
に
お
い
て
、
対
象
と
な

る
子
ど
も
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
。
 

※
た
だ
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
方
の

た
め
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。
 

  　
平
成
２１
年
１０
月
１
日
 

　
対
象
と
な
る
子
ど
も
や
支
給
対

象
者
は
、
基
準
日
に
お
い
て
、
住

民
登
録
し
て
い
る
方
ま
た
は
外
国

人
登
録
し
て
い
る
方
。
 

  　
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
１２
月

中
旬
頃
申
請
書
類
を
郵
送
し
ま

す
。
 

※
平
成
２０
年
度
子
育
て
応
援
特
別

手
当
（
平
成
２１
年
４
月
〜
１０
月
に

申
請
し
た
分
）
と
は
、
別
の
手
当

で
す
。
対
象
と
な
る
方
は
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
 

  　
申
請
受
付
期
間
は
、
１２
月
中
旬

か
ら
６
カ
月
間
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
 

　
「
平
成
２０
年
度
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
と
「
定
額

給
付
金
」
の
受
付
期
間
は
、
 

　
平
成
２１
年
１０
月
２７
日（
当
日
消
印
有
効
）ま
で
で
す
。
 

　
ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
至
急
申
請
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

　
こ
の
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
申
請

を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地
方
税
の
電
子
申
告
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地
方
税
の
電
子
申
告
が
 

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地
方
税
の
電
子
申
告
が
 

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
 

・
オ
フ
ィ
ス
や
自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
簡
単
に
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
 

・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
で
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。
※
パ
ソ
コ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
環
境
、
電
子
証
明
書
な
ど
を
事
前
に

準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
各
市
区
町
村
の
窓
口
に
行
く
手
間
や
郵
便
で

送
る
費
用
が
掛
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
 

・
複
数
の
地
方
公
共
団
体
（
市
区
町
村
）
へ
の

申
告
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
一
度
に
手
続
き
が

で
き
ま
す
。
※
た
だ
し
、
地
方
税
電
子
申
告
の

受
け
付
け
を
開
始
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に

限
り
ま
す
。
 

・
無
料
の
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
対
応
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
Ｐ

ｃ
ｄ
ｅ
ｓ
ｋ
）
を
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。
 

・
市
販
さ
れ
て
い
る
税
務
・
会
計
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
で
作
成
し
た
申
告
デ
ー
タ
等
を
利
用
で
き
ま

す
。
※
た
だ
し
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
対
応
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
限
り
ま
す
。
 

・
利
用
者
認
証
で
、
不
正
ア
ク
セ
ス
を
防

止
  

・
電
子
署
名
改
ざ
ん
や
な
り
す
ま
し
を
防

止
  
 
 
 

・
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
な
ど
で
外
部
か

ら
の
不
正
ア
ク
セ
ス
を
遮
断
 

　
利
用
で
き
る
手
続
き
は
、
左
表
の
と

お
り
で
す
。
 

　
手
続
き
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
社
団

法
人
地
方
税
電
子
化
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
e
L
T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.eltax.jp

）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
 利

用
で
き
る
手
続
き
 

市民税課市民税係 
（蕁○２０６） 内 

法人市民税 
中間申告 
確定申告 
修正申告など 

法人設立・設置届 
異動届 

市民税課諸税係 
（蕁○４１０） 内 

固定資産税 
（償却資産） 

全資産申告 
増加資産・減少資産申告 
修正申告など 

資産税課家屋係 
（蕁○３２９） 内 

退職所得に係る納入申告書 
退職所得者の特別徴収票 

納税課管理係 
（蕁○２９３） 内 

※問い合わせは、各税目担当まで 
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電
子
申
告
の
メ
リ
ッ
ト
 


